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刊
行
に
あ
た
っ
て

公
益
財
団
法
人
祇
園
祭
山
鉾
連
合
会 

理
事
長　
　

木 

村　

幾
次
郎　

鷹
山
の
白
木
な
が
ら
も
堂
々
た
る
姿
が
、
一
九
六
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
再
度
蘇
り
、
朝
日
に
眩
し
く
輝
き
、
祇
園
祭
の
新
し
い
幕
開

け
を
感
じ
さ
せ
た
昨
年
の
山
鉾
巡
行
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
効
果
も
あ
り
、
無
事
に
終
了
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
令
和
五
年
の
春
を
迎
え
ま
し
た
。
大
正
十
二
年
に
関
係
者
の
祇
園
祭
に
対
す
る
熱
意
の
結
果
と
し
て
組
織
さ
れ
た
祇
園
祭
山
鉾

連
合
会
が
設
立
百
年
を
迎
え
る
記
念
の
今
年
、
い
ろ
い
ろ
変
異
を
繰
り
返
し
私
た
ち
に
苦
し
み
を
与
え
続
け
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
が
漸
く
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
風
邪
と
同
等
の
対
応
に
な
り
、
今
年
こ
そ
は
長
い
歴
史
を
継
承
し
て
き
た
本
来
の
形
の
祇
園
祭
山
鉾
行

事
が
出
来
る
よ
う
に
と
準
備
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
そ
の
当
会
設
立
百
周
年
に
際
し
諸
先
生
方
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
『
京
都
祇
園
祭
の
山
鉾
行
事
歴
史
資
料
調
査　

Ⅲ
』
を
刊
行

い
た
し
ま
す
。
八
坂
神
社
所
蔵
の
「
維
新

改
正
祇
園
会
氏
子
私
祭
記
」
の
解
説
、
明
治
期
の
当
会
所
蔵
文
書
の
調
査
、
そ
し
て
函
谷
鉾
町
所
蔵
の

文
書
の
調
査
の
結
果
等
を
取
り
ま
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
苦
労
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
こ
の
調

査
記
録
が
こ
れ
か
ら
の
百
年
の
祇
園
祭
に
と
っ
て
役
立
つ
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
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凡　

例

・ 

本
書
は
、
公
益
財
団
法
人
祇
園
祭
山
鉾
連
合
会
が
令
和
四
年
四
月
か
ら
令
和
五
年
三

月
に
か
け
て
実
施
し
た
、
歴
史
資
料
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
。

・ 

本
事
業
の
調
査
体
制
に
つ
い
て
は
、
巻
末
を
参
照
さ
れ
た
い
。

・ 

本
書
で
報
告
す
る
資
料
は
、
八
坂
神
社
所
蔵
「
維
新

改
正
祇
園
会
氏
子
私
祭
記
」
と
祇
園

祭
山
鉾
連
合
会
所
蔵
「
祇
園
祭
山
鉾
連
合
会
文
書
」
で
あ
る
。

・ 

本
年
度
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
八
坂
神
社
及
び
公
益
財
団
法
人
函
谷
鉾
保
存
会
、

公
益
財
団
法
人
白
楽
天
山
保
存
会
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。

・ 

文
書
の
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
別
に
凡
例
を
掲
げ
て
い
る
。

・ 

本
書
の
執
筆
・
編
集
は
、
村
上
忠
喜
（
京
都
産
業
大
学
教
授
）
と
下
坂
守
（
京
都
国

立
博
物
館
名
誉
館
員
）、
奥
田
以
在
（
同
志
社
大
学
准
教
授
）、
橋
本
章
（
京
都
府
京

都
文
化
博
物
館
主
任
学
芸
員
）、村
山
弘
太
郎
（
京
都
外
国
語
大
学
准
教
授
）
が
行
い
、

祇
園
祭
山
鉾
連
合
会
事
務
局
と
安
井
雅
恵
（
京
都
市
文
化
財
保
護
課
美
術
工
芸
・
民

俗
文
化
財
係
長
）・
福
持
昌
之
（
京
都
市
文
化
財
保
護
課
文
化
財
保
護
技
師
・
主
任
）、

今
中
崇
文
（
京
都
市
文
化
財
保
護
課
文
化
財
保
護
技
師
）
が
補
佐
し
た
。

・ 

本
書
の
掲
載
写
真
は
、
写
真
工
房
え
む
（
真
渕
紳
一
）、
安
井
工
業
写
真
株
式
会
社

が
撮
影
し
た
。

・ 

本
事
業
は
、
文
化
庁
の
令
和
四
年
度
地
域
文
化
財
総
合
活
用
推
進
事
業
（
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
）
の
助
成
を
受
け
て
実
施
す
る
「
祇
園
祭
の
文
化
遺
産
総
合
活
性
化

事
業
」
の
一
部
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

村
上　

忠
喜

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
も
よ
う
や
く
落
ち
着
い
た
と
い
う
か
、
感
染
症
と
と

も
に
あ
る
社
会
生
活
が
日
常
と
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
実
態
で
あ
ろ
う
が
、
令
和
四

年
（
二
〇
二
二
）
七
月
に
は
三
年
ぶ
り
と
な
る
山
鉾
巡
行
が
挙
行
さ
れ
、
後
祭
に
お
い

て
は
、
長
年
の
努
力
が
実
を
結
ん
で
復
原
が
叶
っ
た
鷹
山
が
巡
行
参
加
を
み
た
。

三
年
ぶ
り
の
山
鉾
巡
行
に
備
え
て
山
鉾
関
係
者
の
方
々
が
ご
多
忙
を
極
め
ら
れ
て
い

る
な
か
、
本
調
査
の
準
備
も
進
め
ら
れ
た
。
大
変
な
忙
し
さ
の
な
か
で
調
査
準
備
の
便

を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
祇
園
祭
山
鉾
連
合
会
事
務
局
や
、
調
査
に
協
力
い
た
だ
い
た
保

存
会
な
ど
関
係
者
の
方
々
に
篤
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）、
同
三
年
（
二
〇
二
一
）
の
二
年
間
と
は
違
い
、
今
年
度

か
ら
山
鉾
連
合
会
所
蔵
の
記
録
類
に
加
え
て
、「
函
谷
鉾
町
文
書
」
と
「
杉
浦
家
（
一

力
亭
）
文
書
」
の
調
査
を
、
年
度
下
半
期
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

「
函
谷
鉾
町
文
書
」
は
多
く
の
文
書
記
録
類
を
有
す
る
山
鉾
町
の
な
か
に
お
い
て
も
、

そ
の
質
量
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
は
従
前
か
ら
認
識
は
し
て
い
た
も
の
の
、
い
ざ
調
査
を

し
て
み
れ
ば
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
分
量
で
あ
り
、
今
年
度
中
に
す
べ
て
を
終
了
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
明
治
初
期
の
祇
園
祭
礼
復
興
に
も
深
く
か
か
わ
ら
れ

た
、
杉
浦
家
の
文
書
の
調
査
も
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
の
成
果
が
楽
し
み
で
あ

る
。今

年
の
事
業
報
告
は
、
翻
刻
と
し
て
は
、
山
鉾
連
合
会
所
蔵
の
記
録
で
あ
る
「
明
治

三
十
一
年
鉾
町
神
事
当
番
諸
用
記
録
」と
八
坂
神
社
所
蔵
の「
維
新
改
正
祇
園
会
氏
子
私
祭
記
」

の
ふ
た
つ
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
前
者
は
、昨
年
度
の
報
告
書
で
翻
刻
し
た「
明

治
九
年
鉾
町
々
神
事
諸
用
記
載
帳
」
の
続
編
と
い
う
べ
き
性
格
を
持
つ
も
の
で
、
明
治

三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
か
ら
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
わ
た
る
、
各
年
の
鉾
当

番
が
そ
の
年
の
祇
園
祭
山
鉾
巡
行
に
関
わ
る
事
務
的
な
事
項
を
記
録
し
た
綴
り
で
あ

る
。
電
線
や
ガ
ス
管
の
敷
設
、
そ
し
て
市
電
の
開
通
な
ど
、
京
都
が
近
代
都
市
と
し
て

変
貌
す
る
時
期
に
お
け
る
、「
伝
統
的
な
」
祭
礼
行
事
や
祭
祀
儀
礼
が
ど
の
よ
う
に
時

代
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
と
い
え
る
。
昨
年
度

の
報
告
書
に
も
記
し
た
が
、
少
な
く
と
も
明
治
期
か
ら
大
正
期
の
山
鉾
町
に
は
、
鉾
組

と
山
組
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
こ
の
資
料
は
鉾
組
の
当
番
町
が
、
そ
の
年
の
巡

行
に
関
す
る
記
録
を
認
め
、
そ
れ
を
過
年
の
記
録
に
添
え
て
次
年
の
当
番
町
に
送
っ
た

引
継
ぎ
文
書
で
あ
り
、
途
中
の
経
緯
は
不
明
な
が
ら
、
山
鉾
連
合
会
に
永
く
保
管
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
の
資
料
で
あ
る
八
坂
神
社
蔵
の
「
維
新

改
正
祇
園
会
氏
子
私
祭
記
」
は
、
明

治
五
年
（
一
八
七
二
）
か
ら
開
始
さ
れ
る
氏
子
祭
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
近
代
化

に
よ
る
伝
承
の
危
機
は
、
京
都
と
い
う
都
市
の
変
貌
だ
け
で
な
く
、
政
治
体
制
の
変
革

か
ら
も
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
山
鉾
町
に
よ
る
資
金
集
め
の
慣
習
で
あ
っ
た
寄
町

制
度
が
政
府
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、
山
鉾
巡
行
は
継
続
の
危
機
に
陥
っ
た
。
本
資
料
に

は
、
明
治
五
年
当
時
、
下
京
第
一
一
区
の
副
区
長
で
あ
り
、
山
鉾
巡
行
や
神
輿
渡
御
の

経
済
的
支
援
制
度
の
設
立
に
尽
力
し
た
、
土
田
作
兵
衛
の
手
記
が
含
ま
れ
る
。
幕
末
の

動
乱
か
ら
明
治
維
新
と
い
う
激
動
の
時
代
に
、
祇
園
祭
を
支
え
る
人
々
が
ど
の
よ
う
に

対
応
し
て
い
っ
た
か
の
一
端
が
知
れ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
現
在
調
査
中
の
函
谷
鉾
文
書
調
査
、
お
よ
び
令
和
二
年
度
か
ら
写

真
撮
影
を
行
っ
て
き
た
白
楽
天
山
町
文
書
調
査
の
経
過
報
告
を
掲
載
し
た
。


